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第三期におけるトップレベル事業所認定の仕組みについて 
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トップレベル事業所制度の概要 

１ 認定と削減義務率の緩和  

 トップレベル事業所：総合得点80.0点以上かつ不合格要件０   ⇒ 削減義務率を１／２に減 

 準トップレベル事業所：総合得点70.0点以上かつ不合格要件４以内 ⇒ 削減義務率を３／４に減 

 2  評価項目 

●評価分類 

 必須項目 ・・・ 申請にあたって評価の対象となり、必ず取り組むべきもの 

 一般項目 ・・・       〃            、優先的に取り組むべきもの 

 加点項目 ・・・ 取組を行っている場合には、評価の対象とするもの 

●評価項目 

 Ⅰ 一般管理事項 ・・・ 推進体制、コミッショニングなど 

 Ⅱ 建物及び設備性能に関する事項 ・・・ 建物及び設備の省エネ性能 

 Ⅲ 事業所及び設備の運用に関する事項 ・・・ 運用管理、保守管理 

●体制、設備、運用に関する取組が、特に優良な事業所を認定 
  ⇒ 認定された建物（事業所）では、削減義務率が緩和されるしくみ 
 

●トップレベル事業所には、対象事業所の省エネ対策をより高い水準に 
引き上げるためのけん引役も期待 
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トップレベル事業所制度の概要 

３ 認定の期間（＝削減義務率の緩和を受ける期間） 

    ● 認定された年度が属する計画期間の終了年度まで 

    ● 第１期に認定された事業所に限り、認定後５年間、削減義務率を緩和（規則の附則） 
 

 

４ そのほか 

 申請時点で実用段階にある省エネ対策の取組状況を総合的に評価して認定 
  

 特定地球温暖化対策事業所として達成可能な要求水準 
  

 公正な認定のため、トップレベル審査委員会委員の意見を聞いて認定を実施 
 

 認定基準・認定ガイドラインは、省エネ技術の進展に合わせ、トップレベル審査委員会委員の
意見や事業所の実態等を参考にして見直し 
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トップレベル事業所の現状 

 総認定事業所数：104 / 1,200事業所（平成22～29年度） 

      トップレベル事業所： 52 事業所 

    準トップレベル事業所： 52 事業所 

 対象事業所の 約８％ 

認定取得者の声 
 

 ・ 取得を目指すことが、省エネへのモチベーションになっている。 
 ・ トップレベル認定ガイドラインを参考にして、事業所の省エネ取組を見直すことができた。 
 ・ 古いビルだったが、改修工事や省エネ取組で準トップレベルを取得できた。 
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 認定基準を実態に合わせて改定。 

  ・ＬＥＤ照明等の性能向上を考慮する。 

  ・竣工の古い事業所の実態を把握した上で、機器の更新時期、メンテナンス頻度等に鑑み、 

   竣工年度、設備設置年度に応じた必須・一般・加点項目の区分変更を行う。  

 提出様式の簡素化等の申請時の負担軽減を図る。 

 削減義務率は、トップレベル事業所で1/2、準トップレベル事業所で3/4に緩和する措置

を継続する。 

 第２期に認定を受けた事業所に限っては、「認定後、５年間は有効」とする。 

※こういった見せ方をするか要検討 

課題 対応策の方向性 

・計画期間限りの有効期間（原則５
年だが、最短１年）では短い。 

・認定期間を認定から５年とする。 

・竣工間もなく制度対象になった事
業所で取得しにくい事例がある。 

・設備更新、運用の実態に合わせた機器更新期間を検討し、竣工年度・機器設備設置年
度による緩和を行う。 
・竣工年度に応じた必須項目や加点項目を見直す。 

・根拠書類作成等、申請に当たって
負担が大きい。 

・トップレベル事業所のブランド性は継続させる必要があるため、信頼性を担保できる範
囲で入力の簡素化を図ることや第２期評価ツールを最大限使用可能とする等、事業者の
申請にあたっての負担軽減を図る。 

・トップレベル認定の要件の不合格
要件0は厳しい。 

・トップレベル認定の要件は、不合格要件0であることを継続するが、標準的な機器、運用
で取組が行いにくい項目は、必須項目から一般項目への変更等を検討していく。 
・ガイドラインの内容が分かりにくいことで、不合格要件に該当することが無いように分か
りやすい表現へ変更する。 

・準トップレベル事業所の「準」に抵
抗感がある。 

・準トップレベル事業所であっても取組は十分優れているため、新しい制度名へ改訂し、
準トップ事業所は「トップレベル事業所（レディー）（ニアリー）」（仮）とする。 

・非常に取組が進んでいるので、現
状の削減義務率ではトップ制度に
魅力を感じない。 

・削減義務率を厳しくすることで認定取得を誘導することは困難なため、バンキングを次
期計画期間までとするルールと、これまでに挙げた解決策により、３期もしくは４期中の認
定取得を誘導していく。 

・課題を解決したうえで、トップレベル制度を第３期も継続。 

・削減義務率1/2、準トップレベルの場合3/4を維持。 ※こういった見せ方をするか要検討 

【2020年度以降（第３期）のトップレベル制度の方向性】 

 制度対象事業所のトップレベル事業所取得意欲を喚起し、都内の省エネをけん引する高水

準の環境性能を有するトップレベル事業所（グリーンビルディング）の普及を図る。 

  事業者からのヒアリング及びトップ認定委員の助言を参考に、以下の方向性で認定基準等
の改定を行う。 

 都内の省エネをけん引するトップ・準トップレベル事業所の環境性能を有

する事業所が取得意欲を喚起し、 

 詳細について、トップレベル審査委員会委員の意見を踏まえて検討 

 年度末までに、一部見直しをした改定版の認定基準・認定ガイドラインを公表 

 第3期では、ＬＥＤ照明等の性能向上を考慮する。あわせて、竣工の古い事業所の実態を

把握した上で、機器の更新時期、メンテナンス頻度等に鑑み、認定基準を見直す。 

  更に、手続き等を見直して、申請時の負担軽減を図っていく。 

 （竣工年度、設備設置年度に応じた必須・一般・加点項目の区分変更、提出様式の簡素化など） 

 削減義務率は、トップレベル事業所で1/2、準トップレベル事業所で3/4に緩和する措置

を継続する。 

 現在、認定の有効期間は「第２計画期間のみ」であるが、第２計画期間に限りその途中か

らトップレベル認定を受けた事業所については、「認定後、５年間は有効」とする。 

 （その後も認定を受ける場合は、認定後６年度目に、その時点での最新のガイドラインに沿って再検証を 

   受けて申請することが必要） 

何かあってもアーリーアク
ションを評価する制度で、み
んなが評価できるようになる
とその分義務率が厳しくなる

ことを話せばよい。 
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出典：平成30年度東京都トップレベル事業所フォーラム CSRデザイン環境投資顧問株式会社 堀江氏資料抜粋 

• PRIの中心メンバーである欧州の公的年金が創設し、投資判断や投資
先との対話に活用 

• 環境規制強化とテナントの選好による不動産市場の二極化を想定、
ESG配慮が長期的な株主価値の向上に寄与するとの考え方   

 

GRESB  
グローバル不動産サステナビリティ・ベンチマーク 

【参考】ＧＲＥＳＢにおけるトップレベル事業所 

参考資料 
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様々な環境認証・評価の位置づけ 

• GRESBは会社・ポートフォリオレベルのESG評価指標 

• CASBEE, LEED, トップレベル事業所などは建物レベルの環境性能認証 

会社 

レベル 

ポートフォリオ 
レベル 

建物レベル 

出典：平成30年度東京都トップレベル事業所フォーラム CSRデザイン環境投資顧問株式会社 堀江氏資料抜粋 
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GRESBリアルエステイトの2軸と分野 

• 会社の「マネジメントと方針」とポートフォリオにおける「実行と計測」の2軸 
 

• ESG全般にまたがる7分野、約60の設問（＝”indicator”） 
 

１．マネジメント 

２．ポリシーと開示 

３．リスクと機会 

４．モニタリングと環境管理システム 

６．グリーンビル認証 

７．ステークホルダー（従業員・テナント・サプライヤー・コミュニティ） 

 ８．新規開発と大規模改修（任意参加） 

9% 
9% 

12% 
9% 

25% 
11% 
25% 

５．パフォーマンス指標 

スコア配分 

GRESBの
2軸 

サステナ
ビリティ
分野 

マネジメントと方針 (MP) 

実行と計測 (IM) 

28% 

72% 

28% 

出典：平成30年度東京都トップレベル事業所フォーラム CSRデザイン環境投資顧問株式会社 堀江氏資料抜粋 
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【参考】ＧＲＥＳＢにおけるトップレベル事業所 

2017年GRESB結果 分野別比較 

トップレベル事業所 
も評価対象 

出典：平成30年度東京都トップレベル事業所フォーラム CSRデザイン環境投資顧問株式会社 堀江氏資料抜粋 
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